
【対応区分】
Ａ：“対話の広場”をきっかけに、新規の計画・事業を検討する（対応する方向である）
Ｂ：“対話の広場”をきっかけに、既存の計画・事業の見直し等を行う（対応する方向である）
Ｃ：“対話の広場”開催時点にて、既に実施している（既に対応している）
Ｄ：特に対応を予定していない。

参加
者No.

関係所属名 参加者からの主な意見等
対応
区分

対応状況（R6.1.31時点）

1
国際文化
観光局
国際課

日本語をサポートする我々ボランティアとして、ス
タッフの数が圧倒的に不足している、多様化する
ニーズにきめ細かく丁寧に対応できない現実が
ある。①県民や市民に対して、こういう現状を積
極的にPRしていただいて、県民や市民の皆さん
に意識を変えていただいて、積極的に参加できる
ような方策をお考えいただきたい。②ボランティア
を束ねる、あるいは組織的に核になる、コーディ
ネートする、そういうシステムを神奈川県でぜひ
お作りいただきたい。③ボランティアの待遇改善
も含めてご検討いただければありがたい。

C

以下のとおり、各取組を行っていますが、引き続き
地域における日本語教育の推進に取り組みます。
①現状を踏まえ、市町村と連携した日本語教育の
担い手となるボランティアの方々の新規の参加や
スキルアップ等につながる日本語ボランティアの養
成研修や、日本語教育に関わる人の裾野を広げる
ため、県民向けに地域日本語教育フォーラムを実
施しています。
②市町村やボランティアが連携して地域日本語教
育の取組を進められるよう、コーディネーターを配
置するほか、ボランティアが交流できる機会（研修）
を提供しています。
③教材提供や会場提供など、ボランティアによる日
本語教室へ支援する市町村に補助を行い、ボラン
ティア活動の課題に対応した取組を行っています。

2-1
教育局
高校教育課

神奈川県に住んでいる外国人の若者たちが高校
に入学する機会というのは非常に門が狭い。これ
を何とか拡大できないか。

D

令和５年度入学者選抜の特別募集等を除く平均競
争率は、全日制が1.20倍、定時制が1.01倍に対し、
在県外国人等特別募集の平均競争率は、全日制
が1.09倍、定時制が1.03倍でした。
今後も、県内公立中学校における外国籍生徒の在
籍状況や特別募集の受検状況、また、ルビ振りや
時間延長等の配慮申請を行った受検者数等を参
考にしながら、より良い在県外国人等特別募集の
在り方について検討してまいります。

2-2
国際文化
観光局
国際課

韓国やドイツ、オーストラリアにはそれぞれの国
の言葉を、少なくとも半年間無料で自治体が提供
するということをやっている。神奈川県でもそうい
う制度がつくれないか。

D

御意見にあるような、外国人に対する公的に保障
すべき日本語教育の基準、内容など、日本語教育
の推進に関する施策を実施するため必要な法制上
の措置等については、国の役割と考えています。

3
国際文化
観光局
国際課

もっとAJAPEみたいな団体がいることを神奈川県
からPRしてほしい。

C
かながわ国際交流財団のＨＰ等で周知しています
が、引き続き、機会をとらえて、支援団体の紹介等
を行ってまいります。

4
福祉こども
みらい局
私学振興課

大学や専門学校に進学する外国人の生徒たちの
割合は、３～６割だけで非常に少ない。日本人の
生徒たちと比べて非常に少ないことの理由は、奨
学金の書類がまだ難しくて申し込むことができな
かったり、大学に必要なお金や、その説明がわか
らない親御さんたちがいっぱいいるので、英語だ
けではなく、ベトナム語や、やさしい日本語で訳し
てほしい。

C

奨学金の制度は、内容が複雑であり、また個人の
所得や家庭の状況により異なるため、今年度から
県専修学校各種学校協会と連携し、奨学金アドバ
イザーによる解説や個別相談を行う「奨学金セミ
ナー」を開催しています。
なお、大学で学ぶための奨学金は、独立行政法人
日本学生支援機構が実施していますので、この度
いただいたご意見について申し伝えます。
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5
県土整備局
公共住宅課

いちょう(下和田)団地には現在11か国の外国籍
の住民が住んでいるが、11か国の人たちが情報
を得るための手段がない。外国籍の方が見てわ
かるような、情報を得られる掲示板がいちょう（下
和田）団地にも欲しい。

【公共住宅課補足：県内では、いちょう上飯田団
地（横浜市泉区）といちょう下和田団地（大和市）
があり、会場が県央会場である事からいちょう下
和田団地の意見として回答させていただきま
す。】

C

当団地は外国籍住民が多い特徴から、住まいの
ルールに関する看板を立てておりますが、ご要望
のあった外国籍の方が情報を得られる掲示板につ
いては、現在、自治会と設置に向けて相談しており
ます。

6
産業労働局
雇用労政課

同じような種類の企業のなかで、まとめて日本語
教室を雇えないものか。機械を扱っているような
中小企業に働く人たちの日本語教育はとても大
事だ。何か事故があってからでは遅いし、また働
く人の人権もあるので、ぜひそういう企業向けの
アドバイスをしていただけないか。

C

外国人労働者が日本で安全で安心して働くために
は、上司や同僚とのコミュニケーションが円滑に行
えることが重要であるため、県では、外国人労働者
を対象とした日本語教室の開催を検討していま
す。

7
教育局
子ども教育
支援課

小学校や中学校のお子さんには、日本語が話せ
ず、普通に授業を受けられない状態でそこの学
校に入るということが実際起きていて、(自身が居
住する)町に言ってもなかなか解決していなくて、
やはり県も含めて行政としてそういう問題を抱え
ているところに対して、何かアドバイスや、対応も
包括的な広い視野で考えていただけるとありがた
い。

C

県教育委員会では、公立小・中学校（政令市を除
く）において、日本語指導が必要な外国籍児童・生
徒が５名以上在籍する学校が設置する「国際教
室」に、担当教員を継続的に配置しています。ま
た、令和２年に「外国につながりのある児童・生徒
への指導・支援の手引き」を改訂し、市町村教育委
員会を通じて、各学校に周知しています。「手引き」
には、学校生活における支援や、日本語指導と教
科指導など、外国につながりのある児童・生徒の
抱える様々な困難への支援という視点に加え、複
数の文化的背景をもつという「強み」を活かすとい
う視点をもつことの大切さについても記載していま
す。

9

教育局
子ども教育支
援課、高校教
育課

小学生のときに多国籍な文化を学ぶ機会が多く
あったが、中学生、高校生と年齢が上がるにつれ
て、段々とそういうことを学ぶ機会が少なくなっ
た。小学生のときはその国の遊びとかを自分の
経験として味わうことができたが、高校生になっ
てからは外国の方の話を聞くだけとか経験的なこ
とではなかったので、自分が実際にやるとか、
行ってみるなどの学習をする機会を増やしていた
だきたい。

C

神奈川県では、児童・生徒一人ひとりが国際社会
の一員として国際平和の実現と福祉の向上に貢献
し、世界の人々と心を開いて交流できる人間に育
つよう、「国際教育」を積極的に推進しています。
小・中学校では、社会科等の各教科や総合的な学
習の時間、特別の教科 道徳などを通して、児童・
生徒が、異文化や、異なる文化をもつ人々を受容
しながら、自国の伝統・文化に根ざした自己を確立
するとともに、自分の考えや意見を発信し、具体的
に行動できる資質・能力を育成する教育の充実を
図っています。
県立高校は学校ごとに特色を持っており、海外の
姉妹校等を訪問したり、または海外の姉妹校等か
らの生徒を受け入れたりして異文化を理解すること
ができる学校が多くあります。また、米国等に生徒
を派遣したり、県主催で生徒が参加できるイベント
について周知するなど、生徒が異文化を理解・体
験できるようにしています。
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10

福祉子ども
みらい局
高齢福祉課/
国際文化
観光局
国際課

外国人の高齢化が既に問題化されてきておりま
す。介護の分野でも通訳のサポートをぜひご検
討いただきたいです。

D

介護保険制度は保険者である市町村が中心とな
り、地域の実情に即して運営しているところです。
なお、県では行政窓口で相談を受ける際に、市町
村等の窓口などへ通訳ボランティアを派遣する取
組を行っています。また、多言語支援センターかな
がわにおいて、介護など生活に関する様々な相談
に11言語で対応し、外国籍県民が必要としている
各種制度につなげています。
いただいた御意見を参考に、今後も高齢の外国籍
県民の方々が安心して暮らすことができるよう支援
に取り組んでいきます。

11
教育局
子ども教育
支援課

私の学校にも在県枠があるので、高校に入って
から国際的に交流する機会が増えるが、中学校
や小学校でたくさん多文化交流をする機会がな
いなと今になってすごく感じている。それをもっと
小さい頃からしていただけたら、日本にいる外国
籍の子たちも、もっと生きやすくなると思うし、日
本人の考え方や私たちの見方、考え方がどんど
ん変わっていき、より良い皆さんが生きやすくな
る環境がつくれると思うので、ある一定の地域で
はなく全体的に、小学校や中学校でもっと多文化
交流をしていただけるようにできないか。

C

神奈川県では、児童・生徒一人ひとりが国際社会
の一員として国際平和の実現と福祉の向上に貢献
し、世界の人々と心を開いて交流できる人間に育
つよう、「国際教育」を積極的に推進しています。
小・中学校では、社会科等の各教科や総合的な学
習の時間、特別の教科 道徳などを通して、児童・
生徒が、異文化や、異なる文化をもつ人々を受容
しながら、自国の伝統・文化に根ざした自己を確立
するとともに、自分の考えや意見を発信し、具体的
に行動できる資質・能力を育成する教育の充実を
図っています。

13
国際文化
観光局
国際課

優秀な生徒たちが、本人が希望すれば日本に住
み続けられる、日本で活躍し続けることができ
る、そういう社会をつくっていかなければいけない
と思っている。そのためには、親世代、大人に対
する日本語支援、これは必須だと思っている。親
の都合で帰国しなければいけない、そういう状況
はぜひ避けたいと思うので、親の支援に対して行
政として手を打っていただきたい。
また、多文化共生の担い手になるためには、日
本人であろうと外国人であろうと、双方の文化を
発信して受け取って返す、そういうやりとりがなけ
ればいけないと思っている。一過性のイベントで
は共生社会は生まれないと思うので、双方向の
継続的なイベントを考えていただきたい。

C

県では、外国籍県民等が地域社会の一員として、
必要な日本語能力を身に付けられるよう、対象を
親に限定せず、地域の実情に応じた日本語教育や
支援などに取り組んでいます。
また、異なる国籍や文化などを持つ県民の方々が
集まり、それぞれの文化や考え方をアピールし、理
解する場として、多文化共生イベント「あーすフェス
タかながわ」を開催しており、こうした取組を通し
て、多文化共生の地域社会づくりを進めています。
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